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(57)【要約】
　特には、凹版印刷プレスのワイピングシリンダ等のシ
リンダ（Ｃ）を、プラスチック合成物で被覆するための
装置（１）が開示されており、該装置は、シリンダに対
して、その全長にわたって放射熱を適用するための加熱
手段（６）を具備しており、加熱手段は、装置において
のシリンダ（Ｃ）の取り付け又は装置からのシリンダの
取り外しを可能にするために、シリンダの頂部の上にお
いて熱をシリンダに適用するためにシリンダに向かって
移動させられるか又はそれから離れるように移動させら
れるように形成された、可動なフード部（７）に配設さ
れる。閉状態において、フード部は、シリンダを囲む内
部空間を形成する。フード部は、フード本体（７１）と
、窓パネル（７２）とを具備しており、窓パネルは、オ
ペレータがシリンダ表面におけるプラスチック合成物の
付着を監視可能にするために、フード本体の前側に設置
される。フード本体と窓パネルは、フード部がシリンダ
の頂部の上で移動する場合に、被覆ユニット（４）が被
覆中にシリンダと協働する位置の上に窓パネルが存在す
るような状態で構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特には、凹版印刷プレスのワイピングシリンダ等のシリンダを、プラスチック合成物で
被覆するための装置であって、
　シリンダ（Ｃ）を、その回転軸線の周りの回転のために、水平に設置するための支持手
段（３，３ａ，３ｂ）と；
　前記シリンダ（Ｃ）の表面に熱硬化性プラスチック合成物の層を選択的に適用するため
に、前記シリンダの一方の側に配設された被覆ユニット（４）と；
　前記被覆ユニット（４）を過ぎるように前記シリンダの周表面を移動させる方向で前記
シリンダ（Ｃ）を回転させるための駆動手段（５）と；
　前記シリンダが回転する際に、前記シリンダ（Ｃ）に対して、その全長にわたって放射
熱を適用するための加熱手段（６）であって、前記支持手段（３，３ａ，３ｂ）において
の前記シリンダ（Ｃ）の取り付け又は前記支持手段からの前記シリンダ（Ｃ）の取り外し
を可能にするために、前記シリンダ（Ｃ）の頂部の上において、熱を前記シリンダに適用
するために、前記シリンダ（Ｃ）に向かって移動させられるか又はそれから離れるように
移動させられるように形成された、可動なフード部（７）に前記加熱手段が配設されてお
り、前記フード部（７）は、前記支持手段（３，３ａ，３ｂ）の頂部の上で移動する場合
に、前記シリンダ（Ｃ）を囲む内部空間を形成する、加熱手段（６）と；
　前記フード部（７）の前記内部空間からガスを吸引するために、前記フード部（７）に
設けられた吸引入口を有する、吸引システム（９０，９２，９３，９４）と；を具備する
被覆するための装置において、
　前記フード部（７）は、フード本体（７１）と、窓パネル（７２）とを具備しており、
前記窓パネル（７２）は、オペレータが前記シリンダ（Ｃ）表面における前記プラスチッ
ク合成物の付着を監視可能にするために、前記フード本体（７１）の前側に設置されてお
り、前記フード本体（７１）と前記窓パネル（７２）は、前記フード部（７）が前記シリ
ンダ（Ｃ）の頂部の上で移動する場合に、前記被覆ユニット（４）が被覆中に前記シリン
ダ（Ｃ）と協働する位置の上に前記窓パネル（７２）が存在するような状態で構成される
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記窓パネル（７２）は、前記フード本体（７１）において閉じられる閉位置と、少な
くとも１つの開位置との間で可動であることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記窓パネル（７２）は、複数の開位置の間で可動であることを特徴とする請求項２に
記載の装置。
【請求項４】
　前記窓パネル（７２）は、ガラス製窓（７３）がその中に設置される、窓枠を具備して
おり、
　前記窓パネル（７２）は、ガスを吸引するために、好適には底部縁部である、前記窓枠
の縁部に沿って分配された複数の吸引入口（７２０）を具備しており、前記吸引入口（７
２０）は、前記窓枠内に設けられた吸引溝（９２）を介して前記吸引システムに接続する
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記窓パネル（７２）は、前記フード本体（７１）に設置されて、一対のヒンジ部材（
７２ａ，７２ｂ）により規定された回転軸線の周りで旋回しており、前記ヒンジ部材（７
２ａ，７２ｂ）は各々、一方で、前記窓枠（７２）内に設けられた前記吸引溝（９２）に
連絡し、他方で、前記フード本体（７１）内に設けられた少なくとも１つの第１の吸引導
管（９３）に連絡する、中空部を具備することを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記各ヒンジ部材（７２ａ，７２ｂ）は、前記フード部（７１）に設置された別個の吸
引導管（９３）に連絡することを特徴とする請求項５に記載の装置。
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【請求項７】
　前記吸引システムは、前記フード部（７）内に開く主吸引導管（９４）を具備しており
、前記主吸引導管（９４）は、前記少なくとも第１の吸引導管（９３）とは分離すること
を特徴とする請求項５又は６に記載の装置。
【請求項８】
　前記吸引システムは、前記装置（１）の機械フレーム（２）に固定されるように取り付
けられる吸引チャンバ（９０）を具備しており、前記吸引チャンバ（９０）は、外部吸引
ユニットに接続するための少なくとも１つの出口（９０ａ）と、前記フード本体（７１）
内に設けられた少なくとも１つの対応する吸引導管（９３；９４）に接続するための少な
くとも１つの接続部（９０ｂ）とを具備することを特徴とする請求項１から７のいずれか
一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記吸引チャンバ（９０）は、前記吸引導管（９３；９４）内の前記ガスを濃縮するこ
とにより生じた廃棄流体を収集するための取り外し可能なレセプタクル（９５）を具備す
ることを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記吸引導管（９３；９４）内の前記ガスを濃縮することにより生じた廃棄流体を収集
するための少なくとも１つのレセプタクル（９７）を更に具備しており、前記レセプタク
ル（９７）は、前記フード部（７）が開状態にある場合に、前記吸引導管（９３；９４）
から流出する廃棄流体を収容するような状態で設置されることを特徴とする請求項８又は
９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記加熱手段（６）は、前記シリンダ（Ｃ）の長さに沿って分配され且つ前記シリンダ
（Ｃ）の周囲表面の少なくとも一部分の周りに分配される、複数の別個の加熱要素（６０
）を具備しており、前記加熱手段は、ガスが前記加熱要素（６０）間において前記加熱手
段（６）を介して吸引されることを可能にするような状態で設計されることを特徴とする
請求項１から１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記加熱要素（６０）は、列又はコラム状に配置されており、前記加熱要素（６０）の
各列は、対応する支持レール（６２５）に配設されており、ガスは、各前記支持レール間
で吸引可能であることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　各支持レール（６２５）は、前記加熱要素（６０）により生成された放射熱を前記シリ
ンダ（Ｃ）に向けるためであって且つ加熱要素（６０）の対応する列を保持する、反射部
（６００）を支持することを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記加熱手段（６）は、前記フード部（７）内に設置された支持フレーム（６２）に配
設されており、前記支持フレーム（６２）は、切り離し可能な関節機構（６５，６５０）
により前記フード部（７）に接続することを特徴とする請求項１から１３のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項１５】
　前記フード部（７）は、前記シリンダ（Ｃ）の回転軸線に平行な回転軸線の周りで旋回
可能であるように設置されることを特徴とする請求項１から１４のいずれか一項に記載の
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、プラスチック合成物で、シリンダ（特には、しかしそれだけに
限定する訳ではないが、凹版印刷プレスのワイピングシリンダ）を被覆するための装置に
関する。
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【背景技術】
【０００２】
　凹版印刷プレスにおいて、凹版印刷版の表面を拭い且つ清掃するためのワイピング（拭
き取り）装置（デバイス）として、一以上の凹版印刷版を具備する版シリンダ（版胴）に
接触する、ワイピングシリンダを使用することは一般的に知られている。その様なワイピ
ングシリンダの目的は、印刷版に付着するインクを版画に押圧すること及び、印刷版のプ
レナム、即ち、版画の外側の印刷版の非彫刻（彫刻されていない）区域からの過剰インク
を清掃することを同時にすることである。
【０００３】
　良好な印刷品質を実現するために、ワイピングシリンダは、印刷版に接触するその外面
が物理的及び化学的の両方で耐性がある状態で、即ち印刷版との高い接触圧力と摩擦に耐
えるように形成される状態で、且つインク成分及び顔料との物理的及び化学的接触と共に
、ワイピングシリンダの表面を清掃するのに使用される、清掃溶剤との物理的及び化学的
接触に耐え得る状態で一般的に設計される。
【０００４】
　所謂、ＰＶＣ等の熱硬化性プラスチック合成物等の弾力性のある人工合成物の外層を有
する、その様なワイピングシリンダを提供することは既に提案されている。米国特許第3,
785,286号、第3,900,595号及び第4,054,685号は例えば、その様なワイピングシリンダの
製造方法と共に、該方法を実施するための装置を開示する。これらの公報は、特には、そ
の様なシリンダを形成するために使用される材料、及びその様なワイピングシリンダを製
作するために使用される機械及び方法に対して、本願において参考文献として組み込まれ
る。例えば、米国特許第4,054,685号に開示される被覆装置を参照すると、手段が、回転
軸線の周りの水平回転のために被覆されるシリンダを設置するために提供される。被覆は
、シリンダを回転させて、被覆ユニットを通過させることにより実施されており、被覆ユ
ニットは、シリンダの一方の側に配設された直線的に縁が付いたスクレーパブレード機構
により構成されており、それは、シリンダの軸線に平行に伸張しており、このブレード機
構は、シリンダに向かって及びシリンダから離れるように動かされるように形成される。
ブレード機構は、お互いに機械的に連結された、所謂下刃と上刃の２つの刃を具備してお
り、下刃と上刃は、被覆されるシリンダの表面に熱硬化性プラスチック材料を適正に供給
することを確保し、付着する材料の厚さの調整を可能にするように共に設計される。シリ
ンダの回転軸線に平行な下刃の直線縁部（即ち、シリンダの長さに沿って伸張する縁部）
を保持しながら、ブレード機構は、シリンダに向かって且つそれから離れるように動かさ
れるように形成される。プラスチック材料は、上刃の頂部においてブレード機構に供給さ
れており、上刃の頂部は、シリンダの被覆において、シリンダに対して傾けられた関係で
配置されるので、上刃の上側と被覆されるシリンダの周囲との間に貯留部を形成する。手
段が、貯留部から横方向へのプラスチック材料の流れを抑制するために設けられる。ブレ
ード機構は、シリンダに向かって且つそれから離れるように移動可能であって、シリンダ
の全長に沿って、下刃の直線縁部とシリンダ周囲との間に、所望の均一な空間（数ミリメ
ータ又はそれより小さい）を維持可能である。シリンダは、その周囲がブレード機構を下
方向に通過するようにその周囲を移動させて、それによりシリンダの周囲に、下刃の直線
縁部とシリンダの周囲との間の空間により決定される、厚みを有するプラスチック合成物
の薄い均一な層を供給するための方向で回転する。シリンダが、プラスチック材料の付着
層の硬化を生じさせて、所望の硬度の硬化された層を形成するように回転させられるので
、プラスチック材料のこの層は、シリンダに対してその長さにわたって熱を放射すること
により熱硬化する。異なる硬さと厚みを有する幾つかの層が、シリンダ表面に、この様に
して形成されることが好ましい。
【０００５】
　米国特許第4,054,685号に開示の解決案に従い、シリンダに熱を放射供給するための加
熱手段は、シリンダの頂部において垂直に移動可能である、可動なフード部に配置される
。フード部は、フード部が所定位置にある場合に、シリンダがフード部の下に完全に隠さ
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れるような方法で設計される。更に、シリンダがフード部により完全に隠されるだけでは
なく、被覆ユニットも隠される。結局、被覆工程は、使用者が被覆ユニットにプラスチッ
ク合成物を供給することを可能にし、被覆工程を視覚的に監視することを可能にするよう
に、フード部が垂直に上に移動させられる状態で実施されなければならない。フード部が
新たに被覆されたシリンダまで下降されて、プラスチック材料の付着層を硬化することが
できるのは、被覆工程の実施後だけである。この従来技術の案は、特には被覆工程中に発
生するガスを吸引する能力が乏しいということを含む多くの欠点を有する。更に、被覆工
程中にシリンダに熱を加える必要があるので、オペレータは、機械の全周から流れ込む冷
却空気によって生じる、急速冷却効果を補償するために、幾分高出力に維持されなければ
ならない、加熱手段により発生する熱に晒される。
【０００６】
　米国特許第5,180,612号は、プラスチック材料の層を有するワイピングシリンダを被覆
するための別のタイプの装置を開示しており、それ（別のタイプの装置）は、前の装置と
は対照的に、シリンダの表面へのプラスチック材料の適用のための二基ローラー被覆ユニ
ットを使用する。垂直移動式フード部に比べてむしろ、シリンダの設置場所において旋回
可能であるか、又は前記設置場所から離れるように旋回可能なフード部が具備される。こ
の解決案の欠点はしかし、やはりオペレータが、被覆工程中に、シリンダを監視できない
ことにあり、その理由は、フード部が、シリンダと共に、シリンダと協働していて且つプ
ラスチック合成物をシリンダに適用する、被覆ユニットの一部を完全に隠すからである。
更に、シリンダを見るための視界は、この解決案では、２基の適用ローラを有する被覆ユ
ニットの実質的により大きな寸法により、かなりの程度より以上に制限される。結局、オ
ペレータは、ガスの吸引効率及び加熱効率の損失に対して、オペレータが付着の表面品質
を視覚的に検査可能であるのに十分な量で、フード部を再度開けなければならない。
【０００７】
　米国特許第5,180,612号に開示される解決案の別の欠点は、加熱手段及び吸引システム
の構造に存在する。第一に、加熱手段は、フード部の内部空間内の空気流れに対して障害
となる、共通の反射板に配設される。第二に、機械に設置される吸引システムの一部は、
フード部に完全に設置されており、排気管は、フード部に直接的に接続する。この構造は
、排気管（フード部に接続する別の配管要素も同様に）に、フード部と同じ回転動が作用
するという問題を生じ得る。
【発明の開示】
【０００８】
　本発明は、既知の装置及び方法を改善することを目的とする。
【０００９】
　本発明は、プラスチック合成物でシリンダを被覆するための装置であって、既知の装置
に比べてより適切な構造を有する、可動なフード部を具備するタイプの装置を提供するこ
とを目的とする。
【００１０】
　本発明の別の目的は、装置を操作するために、必要なオペレーションを簡単にすること
（簡略化）が可能な被覆装置を提供することである。より詳しくは、被覆工程中にフード
部の移動を必要とする解決案を提案する。
【００１１】
　本発明の更に別の目的は、被覆品質が改善されたシリンダの製造を可能にする、被覆装
置を提供することである。
【００１２】
　本発明のやはり別の目的は、特には、被覆及び加熱工程において発生したガスの吸引に
対して、オペレータにために、装置のオペレーション条件を改善することである。
【００１３】
　これらの目的は、特許請求の範囲に規定される装置によって実現される。
【００１４】
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　本発明に従い、フード部は、フード本体と、窓パネルとを具備するように構成されてお
り、窓パネルは、被覆工程中に人オペレータがシリンダの表面におけるプラスチック合成
物の付着を監視することを可能にするために、フード本体の前側に設置される。フード本
体と窓パネルは、フード部がシリンダを保持する支持手段の頂部の上で移動する場合に、
被覆ユニットが被覆中にシリンダと協働する位置の上に窓パネルが存在するような状態で
構成される。
【００１５】
　シリンダの被覆において、フード部分は従って、閉状態で保持されることが可能であり
、オペレータは、窓パネルのおかげで、シリンダを良好に見ることができる。フード部を
適切な所定位置に保持することは、ガスの効率的な吸引を確保し、結果として、オペレー
タのためのオペレーション条件を改善する。更に、被覆工程全体において、フード部は適
切な所定位置に保持される（その工程は一般的に、被覆されるべきシリンダの事前加熱フ
ェーズ（段階）と、被覆フェーズ自体と、熱硬化フェーズとを含む）ので、熱損失は制限
されており、加熱された空気は、フード部の内部空間内に制限される。このことは、加熱
状態のより大きな制御を可能にし、その結果として、被覆のより良好な品質を達成する。
【００１６】
　好適な実施の形態に従い、窓パネルは、フード本体において閉じられる閉位置と、少な
くとも１つの開位置（好適には、複数の開位置）との間で可動であるように更に形成され
る。この追加により、オペレータは、機械に対するオペレータの位置に依存する、シリン
ダに対するオペレータの視界の角度調整が出来る。これは、ガス吸引の効率を実質的に損
なわないで、オペレータに、より高い柔軟性を提供する。
【００１７】
　更に別の好適な実施の形態に従い、窓パネル自体は、窓パネルのフレーム内に埋め込ま
れた吸引溝を介してガスを吸引するために、窓パネルのフレームの縁部に沿って分配され
た複数の吸引入口と協働しており、吸引溝は、吸引システムに接続する。これらの吸引入
口は、窓パネルのフレームの底部縁部に少なくとも設けられることが好ましい。
【００１８】
　本発明の別の好適な実施の形態は、従属請求項の主題である。
【００１９】
　本発明の別の特徴及び利点は、単に制限のない例により提供され、添付の図面により図
解される本発明の実施の形態の以下の詳細な説明により、より明確になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図１は、本発明に係る被覆装置の実施の形態の立体図を示しており、参照番号１で指定
される。被覆装置１は、被覆されるべきシリンダ（シリンダはこの図面には示されない）
をその回転軸線の周りの回転のために水平に設置するための手段３を支持する、機械本体
２と、この図の例では、熱硬化性プラスチック合成物の適用のために、シリンダの一方の
側に配設された単一の刃（ブレード）４０を有する、ブレード機構（ブレード機構は、シ
リンダ設置位置から離れるように引き戻された、休止位置にあるように図１に示される）
を具備する被覆ユニット４と、その周囲を被覆ユニット４を通過して移動させるための方
向においてシリンダを回転させるための駆動手段５（例えば、電動モータ等）と、シリン
ダが回転させられて、プラスチック合成物の付着層を硬化させる際に、シリンダにその全
長にわたって放射熱を適用するための加熱手段６とを具備する。
【００２１】
　従来技術において既知の中央コンピュータインターフェースは、図示されないが、それ
は、機械の機能的部分に接続し、オペレータが機械を操作することにより相互に作用する
ことを可能にする。このコンピュータインターフェースは、機械本体２の前面で接続する
旋回可能な支持アーム（腕部）に設置されたタッチ（接触式）スクリーンを具備すること
が好ましい（好適には、機械２の前面の右側角部に））ので、オペレータは、機械の前面
からシリンダに対面しながら、機械の種々のパラメータを調整及び監視可能である。
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【００２２】
　本実施の形態において、加熱手段６は、可動なフード部７に設置されており、フード部
７は、作動機構７０（例えば、機械本体２の一方の端部において且つフード部７のもう一
方の端部において接続する、空圧作動式アーム等）により、シリンダの位置において、あ
るいはそこから離れて旋回可能である。フード部７は、フード本体７１と、透明な耐熱性
ガラス窓７３を支持する窓枠を具備する、窓パネル７２とを具備することが好ましい。本
例において、窓パネル７２は、一対のヒンジ部材７２ａ，７２ｂにより、フード本体７１
の上部において回転可能に設置されることが好ましく、窓パネル７２は、図１において、
開位置に示される。この窓パネル７２は、フード部７が閉位置にある場合に（パネル７２
がフード部７において閉じられる場合でさえも）、オペレータがシリンダの被覆及び加熱
の両作業において、シリンダ表面に対して明瞭な視界を有することを可能にする。図示さ
れる好適な実施の形態において、窓パネル７２は、窓パネル７２を複数の開位置の任意の
位置に保持可能にする一対のピストン状の支持部材７４ａ，７４ｂにより、フード本体７
１に更に接続する。
【００２３】
　加熱手段６は、フード部７内に配置される曲線状の支持フレーム６２に設置される複数
の個別の加熱要素６０（タイルのような形状のセラミック製の加熱要素が好ましい）を具
備する。この図解の例において、加熱要素６０は、６つの加熱要素の８つの円柱の配列を
形成するように配置されており、各加熱要素は、被覆されるべきシリンダの曲線をなぞる
ように曲線状の支持フレーム６２に設置され、シリンダの全長にわたって伸張する。
【００２４】
　本図には詳細に示されない吸引手段が、被覆及び加熱工程において発生するガスを適切
に吸引するように、フード部７に更に具備される。これらのガスは、廃棄する前に、外部
濃縮及び／又はフィルタユニット（図示されない）に排出されることが好ましい。
【００２５】
　被覆されるべきシリンダを回転軸線の周りでの水平回転のために設置するための手段３
は、旋盤の主軸台（ヘッドストック）と尾部軸台（テールストック）とのそれぞれに共通
である一対の軸受け３ａ，３ｂを具備する。主軸台３ａは、被覆されるべきシリンダの一
方の端部に接続するため及びシリンダを駆動して回転させるための駆動手段５により駆動
される回転スピンドル（軸）を保持する。尾部軸台３ｂは、被覆されるべきシリンダの回
転軸線に沿って軸方向に移動可能であって、シリンダのもう一方の端部に固定され且つ異
なる長さのシリンダを収容可能である。必要であれば、シャフト延長部は、主軸台３ａ及
び尾部軸台３ｂの内のいずれか一方又は両方に固定可能であって、短いシリンダを搭載す
る。
【００２６】
　上記で説明したように、被覆ユニット４は、休止位置（又は清掃位置）で図１において
示される。刃４０は、被覆ユニット４に設置されて、被覆されるべきシリンダの回転軸線
に実質的に平行である、回転軸線の周りで回転可能である。より詳しくは、休止位置にお
いて、刃４０は、被覆工程からの廃棄材料が、刃４０の下に配設された収集レセプタクル
（容器）４５内に、刃から清掃除去可能であるような状態で回転させられる（この例にお
いて、刃４０は、その上側が、機械の前部に対面する、オペレータの方向を向くような状
態で回転させられる）。この収集レセプタクル４５は、被覆ユニット４に固定されて、被
覆されるべきシリンダに向かうそれの動き及びそれから離れるそれの動きに追随すること
が好ましい。収集レセプタクル４５はこれとは別に、機械本体２に固定されるように取り
付け可能である。
【００２７】
　被覆ユニット４は、被覆されるべきシリンダに向かって及びそれから離れるように動く
ように形成される。結局、被覆ユニット４は、被覆ユニット４の各側部に設置される、一
対のガイド部材８ａ，８ｂを具備する、移行（又は、移動）手段に接続する。ガイド部材
８ａ，８ｂにおける被覆ユニット４の移行（又は、移動）は、好適には電動モータである
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適切な駆動手段により誘発される。移行手段は、被覆オペレーションにおけるシリンダの
表面から離れる被覆ユニット４のマイクロメータの収縮と共に、図１に示す清掃位置と、
図２に示すオペレーション位置（又は、被覆位置）との間での被覆ユニット４の適切な移
動を確保する。
【００２８】
　図２は、その閉位置（窓パネル７２が開状態でまだ示される）にあるフード部７と、そ
の被覆位置にある被覆ユニット４とを示す図１の実施の形態の立体図である。図２はまた
、主軸台３ａに向かって軸方向に移動させられる尾部軸台を示しており、その理由は、こ
れが、被覆されるべきシリンダが主軸台３ａと尾部軸台３ｂとの間に設置されたあとの場
合である（シリンダは、簡略化のため図２においても図示されない）ためである。
【００２９】
　図２は、被覆ユニット４の刃４０が被覆されるシリンダに向かって回転させられること
を更に示しており、刃４０の直線縁部（エッジ）４０ａ（図１参照）は、シリンダの周囲
の方向を向く。より正確には、刃４０は、シリンダの被覆において、シリンダに対して傾
いた関係で配設されて、熱硬化性プラスチック合成物の供給を収容するために、刃４０の
上側とシリンダの周囲との間に貯留部を形成する。
【００３０】
　図１に示される清掃位置と図２に示される被覆位置との間における刃４０の回転は、ア
クチュエータ４２（空圧式ピストン等）により実施されることが好ましく、アクチュエー
タ４２は、シャフト部材４４を介して刃４０の下側に接続する回転アーム４３を駆動する
（シャフト部材４４は、ガイド部材８ａ，８ｂ上の被覆ユニット４の各側部において支持
される、２つのベアリング４４ａ，４４ｂ間に設置される）。刃４０の回転を生じるため
の手段４２，４３，４４は、被覆工程の最後に、プラスチック合成物の適用の継続を中止
するための手段を形成する。
【００３１】
　図３ａは、被覆されるべきシリンダの回転軸線に対して垂直に見た被覆装置の側面図で
ある（そのシリンダは、一点鎖線で示され、参照符号Ｃで指定される）。この図は、フー
ド部７の内部空間（窓パネル７２が開状態で）及びフード部７内の加熱手段６の配置をよ
り詳細に示している。側面図は、装置の右手側から見たものであり、特には、駆動手段５
を有する支持手段３の主軸台３ａを示しており、曲線状の支持フレーム６２は、加熱要素
６０と、フード部７を開閉するための作動機構７０とを支持する。
【００３２】
　被覆ユニット４は、図３ａには示されない（また、図３ｂから７にも示されない）が、
しかしシリンダＣの被覆中に、被覆ユニット４は、図２に示されるように、前方向に移動
されて、シリンダＣの周囲表面に接近することが分かる。フード部７の閉状態において、
図３ａに示されるように、窓パネル７２は、窓パネルが完全に閉じるか又は少し開いてい
る場合に、被覆中に被覆ユニット４がシリンダＣと協働する位置の上にある。このことが
以下の説明で分かるように、窓パネル７２は、窓パネル７２の底部から空気とガスを吸引
するための統合的な吸引手段を具備することが好ましく、それにより、被覆シリンダから
又は被覆ユニット４に供給されるプラスチック合成物から出る任意のガス又は蒸気を効率
的に吸引する。
【００３３】
　図３ａにおいて、加熱要素６０を支持する支持フレーム６２は、関節機構６５によりフ
ード部に接続することが好ましいことが既に理解されている。これは図７を参照して以下
の説明から分かるように、この関節機構６５は、特には、故障した加熱要素の交換等の保
守オペレーションを容易にするように使用される。既に述べられたように、加熱要素６０
は、マトリックスの形状（この図解例において、８つの要素の６つの列）で配置される。
加熱要素６０は、支持フレーム６２に支持されて、加熱手段６を介して加熱要素６０の間
で空気の流れを促進することが好ましい。この好適な例において、支持フレーム６２は、
加熱要素６０のマトリックスの左手側と右手側に配設された一対の曲線部材６２２を具備
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する。これらの曲線部材６２２は各々、概略中央位置において、２本アーム関節部６５０
の一方の端部に接続しており、２本アーム関節部６５０は、その別の端部において、フー
ド部７に固定されるように取り付けられる。これが以下の説明で分かるように、各曲線部
材６２２は、その２つの端部６２２ａ，６２２ｂでフード部７に固定されており、窓パネ
ル７２付近の上前部固定部６２２ａは、開放可能であるが、その一方で固定部６２２ｂ付
近の底部は、曲線部材６２２が前部固定部６２２ａの開放においてフード部７に対して回
転可能にするような方法で設計される。
【００３４】
　一対の曲線部材６２２は、それらの端部により８つの支持レール６２５を順に支持して
おり、各支持レール６２５は、加熱要素６０の列の内の対応する１つを支持する。加熱要
素６０の各列は、共通の反射部６００を共有することが好ましく、前記反射部６００は、
対応する支持レール６２５により支持される。これらの反射部６００の機能は、加熱要素
６０の各列により生成された放射熱をシリンダＣの方向に向けて、フード部７の頂部後端
部の過剰な加熱の防止を補助する。これは図５に図式的に図解されるように、加熱要素６
０の好適な実施の形態は、空気が加熱要素の各列の間に流れ込むことを可能にしており、
フード部７内の良好な空気の流れ及び結果として、改善された吸引効率を支援する。
【００３５】
　機械の吸引システムの一部を形成する吸引チャンバ９０もまた、図３ａに示されており
、それは、機械のフレーム２に固定されるように取り付けられる。フード部７の内部空間
から吸引されるガスは、この吸引チャンバ９０を介して排出されており、チャンバ９０の
後端部の少なくとも１つの出口９０ａは、外部吸引ユニット（図示されない）への接続の
ために具備される。チャンバ９０の前側において、フード部７内に設けられた少なくとも
１つの対応する吸引導管（図５と６の導管９３と９４を参照）に接続するための少なくと
も１つの接続部９０ｂが具備される。この形態により、外部パイプは、可動ではない機械
の一部に接続しており、吸引システムは、フード部７の閉止においてお互いに作動するよ
うに接続する、２つの部分を具備する。
【００３６】
　好適な実施の形態において、フード部７は、フード本体７１の左手側と右手側に配設さ
れた一対の吸引導管９３（図６参照）と、フード部７内に開く主吸引導管９４（図５参照
）とを具備しており、それ（フード本体７１）は、窓パネル７２に一方の端部において接
続する（ヒンジ部材７２ａ，７２ｂを介して）。吸引導管９３，９４は、お互いに相違し
ており、直接的に連絡しないことが好ましい。より正確には、各吸引導管９３，９４は、
吸引チャンバ９０の接続部９０ｂへの接続のために（図４，５及び６）フード本体７１の
底部後端部において、対応する接続部９３ｂ、９４ｂ（図３ａに図示されない）に接続す
る。チャンバ９０は、３つの部分に分割されることが好ましく、２つの横の部分は、対の
導管９３に接続し、中央部は、主吸引導管９４に接続することが好ましい。
【００３７】
　取り外し可能なレセプタクル（容器）９５は、チャンバ９０の底側に具備される。この
レセプタクルの目的は、フード部７の吸引導管内で発生する、吸引されたガスの濃縮の結
果生じる廃棄流体を収集することである。使用において、レセプタクル９５は、チャンバ
９０にシールされた状態で接続する（レセプタクル９５の底部側と協働する、偏心作動機
構９６の作用に下で）。作動機構９６の開放において、レセプタクル９５は、図３ａに図
式的に示されるように、清掃のために装置の後側から取り外し可能である。吸着材料（例
えば、スポンジ状部材等）は、レセプタクル９５内に設置可能で、廃棄流体を吸着し、更
にそれの廃棄を促進することが好ましい。
【００３８】
　図３ｂは、窓パネル７２（閉位置にある）に対して概略垂直に見た図３ａの装置の図式
的前面図であるが、その一方で図４は、開状態のフード部７を示す被覆装置１の側面図で
あり、フード部７は、作動機構７０により後方向に旋回させられる。図１、２及び３ａと
関連して上記で既に説明された要素は、対応する参照番号で再度指定される。
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【００３９】
　図４において、フード部７の吸引導管９３，９４から切り離された吸引チャンバ９０が
示される。この開位置において、吸引導管の接続部９３ｂ，９４ｂは、吸引チャンバ９０
の接続部９０ｂから切り離されており、濃縮から生じた廃棄流体は、機械の底部後部にお
いて重力の作用の下で滴下可能である。左手側及び右手側に設置された一対のレセプタク
ル９７は従って、接続部９３ｂ，９４ｂの下に形成されて、吸引導管９３，９４から流出
する廃棄流体を受ける。接続部９３ｂ，９４ｂにおける各吸引導管９３，９４の端部は、
フード部７が開の状態と、閉の状態の両方の状態で、廃棄流体の流れを促進するような形
状に形成されることが好ましい。結局、各導管９３，９４の接続部９３ｂ，９４ｂは、図
示されるように、傾斜した案内表面９３０を提供するような形状で形成される。
【００４０】
　図５と６を参照すると、好適な実施の形態に従うフード部７内に設置された吸引導管９
３，９４の形態がより詳細に説明される。図５は、フード部７の内部空間からガスを吸引
するための主吸引導管９４の形態を特に示す一方で、図６は、フード部７の左手側に設置
された吸引導管９３の形態を示す（右手側の吸引導管９３は、図６に示されたものの鏡像
である）。
【００４１】
　図５に示すように、主吸引導管９４は、フード部７の上部で開く。主導管９４の吸引入
口９４ａは、フード部７の長さに沿って伸張することが好ましい（シリンダＣの回転軸線
に平行に）。この例において、吸引導管９４の下部は、同じ吸引入口９４ａに連絡する、
２つの部分（この分割は図示されない）に分けられる。これらの部分は、左手側及び右手
側において、フード部７の底後部まで伸張しており、吸引チャンバ９０に接続するための
２つの分離した接続部９４ｂとして開く。
【００４２】
　図６に示すように、窓パネル７２は、窓枠の縁部（エッジ）（好適には、底部縁部）に
沿って分配される多数の吸引入口７２０を具備して、ガスを吸引する。これらの吸引入口
７２０はまた、図２に示される。吸引入口７２０は、窓パネル７２のフレーム内側に具備
される吸引溝９２に連絡する。この溝９２は、窓パネル７２の各側部において、２つの吸
引導管９３の内の対応する１つに接続する。中空部を有する各ヒンジ部材７２ａ，７２ｂ
を設けることにより、接続が行われており、図３ｂに示すように、前記中空部は、一方で
吸引導管９３に連絡し、他方で吸引溝９２に連絡する。閉状態において、空気とガスは、
図３ｂと６に矢印で図式的に示されるように、吸引入口７２０を通り、吸引溝９２、ヒン
ジ部材７２ａと７２ｂ、吸引導管９３を介して吸引可能であって、その後吸引チャンバ９
０を介して排出される。ヒンジ部材７２ａ，７２ｂは、窓パネル７２の特定の角度変位に
わたって吸引溝９２と吸引導管９３との間の連絡を確保するような状態で、及び窓パネル
７２がより広い範囲で開く場合に、吸引溝９２と吸引導管９３との間の連絡を閉鎖するよ
うな状態で形成されることが好ましい。これは、ヒンジ部材７２ａ，７２ｂの中空部を適
切に設計することにより実現可能であるので、それは、限定された回転角度にわたって吸
引溝９２と連絡する開口を提供する。
【００４３】
　図７を参照すると、支持フレーム６２をフード部７の内部に接続するために、好適な実
施の形態で使用される関節機構６５が簡単に説明される。上記で言及したように、支持フ
レーム６２又はより正確には、各支持部材６２２の前部固定部６２２ａ（その固定部は、
ネジ部材等の任意の種類の取り外し可能な機械的固定手段であり得る）は、フード部７か
ら切り離し可能である。前部固定部６２２ａの切り離し後でさえも、支持フレーム６２は
、関節機構６５及び各支持部材６２２の底部後部固定部６２２ｂを介してフード部７に接
続した状態を維持する。しかし前部固定部６２２ａの切り離しにおいて、支持フレーム６
２は、図７に示されるように、底部後部固定部６２２ｂにより規定される回転軸線周りで
フード部７に対して回転可能である。
【００４４】
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　保守の目的のための支持フレーム６２の切り離しは、以下のように行われる。フード部
７の閉状態で開始して（図３ａに示すように）、各支持部材６２２の前部固定部６２２ａ
は、フード部７から支持フレーム６２の前部を開放するように切り離される。それ自身の
重量の作用の下で、支持フレーム６２は、自由に回転する（図７において反時計方向で）
。支持フレーム６２が、オペレータにより保持されながら、フード部７は、図７に図示さ
れるようにその開状態まで駆動され、作動機構７０は、フード部７を押して、それは後方
向に回転する。工程において、一対又は２本アームの関節部６５０は、展開し、真っ直ぐ
になる。開状態において、２本アームの関節部６５０は共に、完全に展開されて、空中に
吊るされた支持フレーム６２を引き止める。オペレータはここで、支持フレーム６２の後
端部に接近可能であり、その後端部において、加熱要素６０の電気接続部が設置される。
この特定の支持構成は、特に任意の欠陥のある加熱要素の交換のような保守オペレーショ
ンを非常に容易にすることが分る。
【００４５】
　図面は、加熱要素６０の各列がシリンダ表面に対して等距離で配置される、即ち、加熱
手段６は、シリンダＣの回転軸線と同心で設置されることを示す。これとは別に、加熱要
素の幾つかの列を、他の列に比べてシリンダ表面により接近して配置することが好ましい
場合がある。より特別には、窓パネル７２の近位にある加熱要素の第１の列を、シリンダ
に対するそれらの距離がフード部７においてより後にある加熱要素６０の列に比べてより
短くなるように配置することが好ましい場合がある。これは、窓パネル７２が設置される
、フード部７の前部領域の付近において加熱効率を向上する利点を有するので、フード部
７の内部空間内の温度差異を補償すると共に、窓パネル７２を開けた場合に発生する温度
損失も補償する。この解決案はまた、空気の流れを改善し、ガスの吸引効率を向上可能で
ある。
【００４６】
　当業者には明白な種々の修正及び／又は改善が、添付の特許請求の範囲により規定され
る本発明の範囲から逸脱しないで、上記で説明された実施の形態に適用可能であることが
理解される。例えば、フード部７は、例えばフード部を移動すること等の旋回に比べて、
別の手段で移動させるように完全に設置可能である。しかし、旋回可能な台は、その比較
的簡単なことから好適な解決案ではある。同様に、空圧作動式ピストンとは別の手段が、
フード部を開閉するために使用可能である。
【００４７】
　種々の修正及び／又は改善が、本発明の範囲から逸脱しないで、吸引システムに適用可
能であることが理解される。例えば、好適な実施の形態は、窓パネルのための吸引導管と
フード部のための吸引導管との間における分離を提供するが、共通の吸引導管を設けるこ
とは予想可能である。しかし提示された解決案は、吸引システムの２つの部分を完全に分
離可能にし、各部分のための吸引の動力又は流れを分離して調整可能にするので、好適で
あり、より大きな吸引力が窓パネルに比べて、フード部にとって比較的必要である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】図１は、被覆装置の実施の形態の立体図であり、開状態のフード部を示す。
【図２】図２は、図１の被覆装置の立体図であり、閉状態のフード部を示す。
【図３ａ】図３ａは、被覆されるべきシリンダの回転軸線に対して垂直に見た、図２の被
覆装置の側面図である。
【図３ｂ】図３ｂは、窓パネル（フード部において閉じられた場合）に対して垂直に見た
、図３ａの被覆装置の側面図である。
【図４】図４は、被覆されるべきシリンダの回転軸線に対して垂直に見た、被覆装置の側
面図であり、フード部は開位置にあり、窓パネルはフード部において閉じられた状態を示
す。
【図５】図５は、被覆されるべきシリンダの回転軸線に対して垂直に見た、被覆装置の側
面図であり、フード部の内部空間からガスを吸引するのに使用されることが好ましい吸引
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システムの一部をより詳細に示す。
【図６】図６は、被覆されるべきシリンダの回転軸線に対して垂直に見た、被覆装置の側
面図であり、窓パネル内からガスを吸引するのに使用されることが好ましい吸引システム
の一部をより詳細に示す。
【図７】図７は、被覆装置の側面図であり、保守オペレーションを容易にするように、フ
ード部内に加熱要素を設置するための好適な方法を示す。

【図１】 【図２】
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【図４】 【図５】



(14) JP 2009-508713 A 2009.3.5
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